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市政のうごき市政のうごき

問い合わせ 枚⽅税務署
（   844・9521）

所得税の申告

■
枚
方
税
務
署
で
の
申
告

　

平
成
28
年
分
の
所
得
税
の
確
定

申
告
に
係
る
申
告
・
相
談
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

と 　

き　

２
月
16
日
（
木
）
〜
３

月
15
日
（
水
）〈
土
・
日
曜
日
を

除
く
〉

※ 

２
月
19
日
（
日
）・
26
日
（
日
）

は
開
庁
し
ま
す
。

と 

こ
ろ　

枚
方
税
務
署
（
枚
方
市

大
垣
内
町
２

－

９

－

９
）

※ 

申
告
相
談
の
受
付
時
間
は
午
後

４
時
ま
で
で
す
。混
雑
状
況
に

よ
り
、
早
め
に
受
け
付
け
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

期
限
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

申
告
書
は
、
郵
便
や
信
書
便
に

よ
る
送
付
、
税
務
署
の
時
間
外

収
受
箱
へ
の
投
函
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

■ 

交
野
市
で
の
申
告
会
場
〈
２
月

８
日
ま
で
で
す
〉

　

交
野
市
で
の
申
告
会
場
は
、

い
っ
た
ん
廃
止
す
る
方
向
で
し
た

が
、
税
理
士
が
中
心
と
な
っ
て
指

導
す
る
会
場
と
し
て
、
引
き
続
き

開
設
し
ま
す
。

と 　

き　

２
月
２
日
（
木
）
〜
８

日（
水
）〈
土
・
日
曜
日
を
除
く
〉

時 　

間　

午
前
９
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付

終
了
時
間
は
、３
時
30
分
）

※ 

会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早

め
に
受
け
付
け
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

と 

こ
ろ　

市
役
所
別
館
３
階　

会

議
室

お
願
い

▽ 
不
動
産
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所

得
・
贈
与
税
の
申
告
相
談
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。税
務
署
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽ 

昨
年
、
パ
ソ
コ
ン
で
電
子
申
告

を
し
た
人
に
は
、
利
用
者
識
別

番
号
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
来
場
の
際
は
、
識
別
番

号
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

■ 「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

 　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用

し
た
申
告
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
次
の
申
告
書
な
ど
の

作
成
が
で
き
ま
す
。

▽ 

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
書

▽
青
色
申
告
決
算
書

▽
収
支
内
訳
書

▽
贈
与
税
申
告
書

※ 

そ
の
他
、
株
式
な
ど
や
不
動
産

を
売
却
し
た
場
合
の
所
得
の
計

算
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の

で
、
株
式
な
ど
に
係
る
譲
渡
所

得
な
ど
の
金
額
の
計
算
明
細
書

や
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
（
確
定

申
告
書
付
表
兼
計
算
明
細
書
）

も
作
成
で
き
ま
す
。

※ 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申

告
書
な
ど
は
、
プ
リ
ン
タ
ー
で

印
刷
し
て
添
付
資
料
と
と
も
に
、

郵
送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

▽ 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http: 

//w
w
w
.nta.go.jp

）

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
分
以
降
の
所
得
税
の

確
定
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
お
よ
び
本
人
確
認
書
類（
運

転
免
許
証
な
ど
）
の
写
し
の
添
付

ま
た
は
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

■ 

税
務
署
員
を
装
っ
た
不
審
な
電

話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
税
局
や
税
務
署
の
職
員
を
名

乗
る
人
が
、
個
人
情
報
を
聞
き
出

そ
う
と
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
と
き

は
、
枚
方
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　確定申告の時期は、市役所
駐車場や周辺道路が大変混雑
し、渋滞なども予想されます。
　また、今年は申告会場の開
設期間が短くなっていますの
で、徒歩や自転車・公共交通
機関をご利用の
上、お越しくだ
さい。
　ご迷惑をおか
けしますが、ご
理解とご協力を
お願いします。

確定申告は徒歩・
自転車・公共交通機関を

ご利用ください

　

29
年
度
、
市
・
府
民
税
の
申
告

（
28
年
中
の
所
得
に
基
づ
く
申
告
）

の
受
け
付
け
を
、
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

と 　

き　

２
月
９
日
（
木
）
〜
３

月
８
日
（
水
）〈
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
〉
午
前
９
時
30
分

〜
正
午
、午
後
1
時
〜
４
時

※ 

交
野
市
の
所
得
税
申
告
会
場
と

開
設
期
間
が
異
な
り
ま
す
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

と 

こ
ろ　

市
役
所
別
館
３
階　

小

会
議
室

※ 

郵
送
で
の
申
告
も
受
け
付
け
ま

す
。（
郵
送
先
：
〒
５
７
６

－

８
５
０
１
〈
住
所
記
入
不
要
〉

税
務
室
市
民
税
係
）

申
告
に
必
要
な
も
の

▽ 

市
・
府
民
税
申
告
書
（
申
告
会

場
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
）

▽
印
鑑

▽ 

給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
（
原
本
を
提
出
）、
収
入
金
額
や

必
要
経
費
が
分
か
る
明
細
書
な
ど

▽ 

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の

控
除
証
明
書
、社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

な
ど

※ 

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

は
、
市
・
府
民
税
の
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

市
・
府
民
税
申
告
は
、
課
税
証

明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険

の
算
定
な
ど
の
資
料
に
も
な
り

ま
す
。28
年
中
に
課
税
さ
れ
る

所
得
が
な
か
っ
た
人
で
も
、
必

要
な
場
合
は
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

仮徴収 本徴収

4 月 6月 8月 10月 12月 翌年
2月

現　行 前年度分の
2月と同額 （年税額－仮徴収額）÷3

改 正（29
年4月～）

（前年度分の公的年金等
の所得に係る市・府民税
の年税額の2分の1）÷3

（年税額－仮徴収額）÷3

■
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　

26
年
度
の
税
制
改
正
で
給
与
所

得
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
給

与
所
得
控
除
の
上
限
額
が
段
階
的

29
年
度
市
・
府
民
税
の

主
な
税
制
改
正

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

■ 

国
外
に
居
住
す
る
親
族
に
係
る

書
類
添
付
な
ど
の
義
務
化

　

日
本
国
外
に
居
住
す
る
親
族
に

係
る
扶
養
控
除
な
ど
の
適
正
化
を

図
る
た
め
、
確
定
申
告
や
個
人
住

民
税
の
申
告
な
ど
で
、
国
外
居
住

親
族
に
係
る
扶
養
控
除
・
配
偶
者

控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
・
障
害

者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、「
親
族
関
係
書
類
」お
よ
び「
送

金
関
係
書
類
」
を
添
付
、
ま
た
は

提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■ 

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の

見
直
し

　

市
・
府
民
税
に
お
け
る
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
は
仮
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
分
）
に
つ
い
て
は
前
年

度
分
の
２
月
分
と
同
額
を
徴
収
し

て
い
ま
し
た
が
、
特
別
徴
収
額
の

平
準
化
を
図
る
た
め
に
、
29
年
度

以
降
の
仮
徴
収
税
額
か
ら
は
、「
前

年
度
分
の
公
的
年
金
等
の
所
得
に

係
る
市
・
府
民
税
の
年
税
額
の
２

分
の
１
に
相
当
す
る
額
」
を
徴
収

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

＝ コンビニ交付サービスを一時停止します ＝＝ コンビニ交付サービスを一時停止します ＝
　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票など
の証明書を取得できるサービスが、システムメンテナンスのため一時的に利用
できなくなります。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
停止日　1月26日（木）午後5時30分～
※  1 月 27日（金）午前 6時 30分からは、通常通り利用できます。
問い合わせ　市民課（℡  892・0121）

市・府⺠税の申告と
29 年度の税制改正

問い合わせ 税務室
（   892・0121）

適用時期
上限が適用される
給与収入額

給与所得控除の
上限額

28 年度（27年分）まで 1,500 万円 245 万円

29年度（28年分） 1,200 万円 230 万円

30年度（29年分）以降 1,000 万円 220 万円

【給与所得控除の見直しに係る一覧】

市
・
府
民
税
の
申
告

受 

付
期
限　

２
月
28
日（
火
）ま
で

※ 

受
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
申
請

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

対 　

象　

平
成
28
年
１
月
１
日
時

点
で
住
民
票
が
交
野
市
に
あ
る

人
で
、
28
年
度
の
市
民
税
（
均

等
割
）が
非
課
税
の
人

※ 

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
や
、
生
活
保
護
の

被
保
護
者
な
ど
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

※ 

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
８

月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
済
み

給 

付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き

３
０
０
０
円

申 

請
先
・
問
い
合
わ
せ　

臨
時
福

祉
給
付
金
推
進
室
（
℡  
０
５
７

０
・
０
２
１
・
１
９
２
）

■ 

給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　

給
付
を
装
っ
た
振
り
込
め
詐

欺
、
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。少
し
で
も
お
か
し
い

と
感
じ
た
ら
、
迷
わ
ず
交
野
警
察

署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）

臨
時
福
祉
給
付
金

〜
申
請
は
受
付
期
限
ま
で
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
〜



29.01.01 (8)(9)29.01.01

市政のうごき

問い合わせ 福祉総務課
（   893・6400）

⺠⽣委員児童委員の
みなさん

　

28
年
12
月
１
日
に
、
民
生
委
員

児
童
委
員
の
一
斉
改
選
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
今
後
、
３
年
間
の
任
期

で
活
動
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

民
生
委
員
は
、
地
域
の
身
近
な

相
談
役
で
す
。悩
み
事
や
心
配
事

の
相
談
に
乗
り
、
必
要
に
応
じ
て

関
係
機
関
に
つ
な
ぎ
ま
す
。活
動

に
あ
た
っ
て
は
守
秘
義
務
が
あ
り

ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

主
な
担
当
地
域
と
民
生
委
員
の

み
な
さ
ん
は
、
下
表
の
と
お
り
で

す
（
敬
称
略
）。な
お
、
民
生
委
員

の
連
絡
先
を
知
り
た
い
場
合
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地区名 名　前 担当地域

私部

原田　章子

私部 1 丁目 1 番～ 2 番、21
番～ 24 番、31 番～ 34 番、
41番
私部 5丁目 1番～ 2番、7番
～ 13番

北尾　春樹
私部 1丁目 3番～ 20番、25
番～ 30 番、35 番～ 40 番、
42番～ 55番

髙田　茂 私部7丁目、8丁目（行殿除く）

村上　祥子 私部 2丁目 12番～ 34番
近藤　洋子 私部 6丁目 1番～ 43番

梶　健治

私部 2丁目 1番～ 11番
私部 3丁目
私部 4丁目 1番～ 11番、13
番～ 14番

德岡　洋祐
私部 4 丁目 12 番、15 番～
45番

門前　澄子 私部 4丁目 50番～ 80番

重村　君子
私部 5 丁目 3 番～ 6 番、14
番～ 26番
私部 6丁目 44番～ 57番

小枝　玲子 私部 8丁目（行殿のみ）

谷　敬子 私部西 1丁目

冨田　昌彦
私部西 2丁目
私部西 3 丁目13 番～ 14 番、
17番～23番、25番～30番

貞本　桂子
私部西 3 丁目 1 番～ 12 番、
15番～ 16番、24番
私部西 4丁目、5丁目

松本　啓介 私部南 1丁目～ 4丁目

青山 西岡　和夫 青山 1丁目～ 5丁目

向井田

広瀬　タミ子

向井田 1丁目 22番～ 27 番、
46番～ 52番、60番～
向井田 2丁目（1番を除く）、
向井田 3丁目

山岸　秀子
向井田 1 丁目 1 番～ 21 番、
28番～ 45番、57番
向井田 2丁目 1番

地区名 名　前 担当地域

梅が枝

藤田　恵子
梅が枝 1 番～ 2 番、19 番～
22番、43番～ 44番

三浦　喜代子 梅が枝23番～30番、42番

石川　千代子
梅が枝 31番～ 41番、45番、
46番～

倉治

青山　雅宏 倉治 2丁目 1番～ 29番

佐藤　孝子
倉治 2丁目 30番～ 71番
倉治 3丁目 37番～ 60番
倉治 4丁目

野々下　美千代 倉治 3丁目 1番～ 36番

新庄　桂子
倉治 1丁目
倉治 6丁目 1番～ 35番

有家　佐太郎
倉治 7丁目 27番～ 53番
倉治 8丁目～ 9丁目

艮　圭司 倉治 7丁目 1番～ 26番

寺下　誠幸
倉治 5丁目
倉治 6丁目 36番～ 44番

東倉治
玉上　美德

東倉治 3丁目
東倉治 4丁目 1番～ 18番

奥野　のり子
東倉治4丁目19番～ 47番
東倉治 5丁目

神宮寺
岩倉　八愛子

東倉治 1丁目～ 2丁目
神宮寺 2丁目

今堀　やすの 神宮寺 1丁目

郡津

大谷　由利子 郡津 1丁目 1番～ 32番
中　啓子 郡津 1丁目 33番～ 70番
林　操 郡津 2丁目
中野　陽子 郡津 3丁目

石橋　多代子
郡津 4丁目
郡津 5丁目 1番～ 22番、27
番～ 28番

巽　延子
郡津 5 丁目 23 番～ 26 番、
29番～ 78番

幾野
辻　敏孝 幾野 1丁目
髙崎　照子 幾野 2丁目～ 4丁目
山内　実 幾野 5丁目～ 6丁目

松塚

平松　光二 松塚 1番～ 26番

松井　勇
松塚27番～28番、35番～38番
松塚 43番～ 52番

甲斐　ツヤ子 松塚29番～34番、39番～41番

地区名 名　前 担当地域

星田

森田　晴夫
星田 1丁目 1番～ 14番
星田北 1丁目～ 2丁目

山口　ふみよ
星田 1 丁目（1 番～ 14 番を
除く）

乾　弘子 星田 2丁目

川埜　有子
星田 3丁目
星 田 8 丁 目 7 番 ～ 11 番、
33番～ 41番

並川　福子
星田 4 丁目（1 番～ 16 番を
除く）

田和　喜代美
星田 4丁目 1番～ 16番
星田 5丁目 1番～ 7番

南　順久
星田 5丁目（1番～ 7番を除
く）

鍵野　恭子 星田 6丁目

柳原　喜代美 星田 7丁目

池端　節子
星田 8 丁目（7 番～ 11 番、
33番～ 41番を除く）

北野　智子 星田 9丁目

楠田　榮子
星田北 3丁目～ 5丁目
星田北 8丁目～ 9丁目

田中　芳文 星田北 6丁目～ 7丁目

星田西

貞松　道子
星田西 1丁目～ 3丁目
星田西 4丁目 1番 1号～ 11
番 21号

木下　洋子
星田西 4 丁目（1 番 1 号～
11番 21号を除く）
星田西 5丁目

星田
山手

玉井　八惠子
星田山手 1丁目
星田山手 2丁目 1番～ 7番

小西　祥夫
星田山手 2丁目（1番～ 7番
を除く）
星田山手 3丁目～ 5丁目

南星台
鎌田　元治 南星台 1丁目～ 3丁目

竹田　保子 南星台 4丁目～ 5丁目

地区名 名　前 担当地域

妙見坂

宮本　芳昭
妙見坂 1丁目 1番～ 24番
妙見坂 2丁目～ 3丁目

合田　澄子
妙見坂 1丁目 25番～
妙見坂 4丁目～ 5丁目

一戸　麗子 妙見坂 6丁目～ 7丁目

妙見東

村上　美知子
妙見東 1丁目～ 2丁目
妙見東 3 丁目（2 番～ 3 番、
11番～ 16番を除く）

前内　安一
妙見東 3 丁目 2 番～ 3 番、
11番～ 16番
妙見東 4丁目～ 5丁目

天野が
原町

塩口　正
天野が原町 1丁目
天野が原町 5丁目

新見　和子 天野が原町 2丁目

好光　佳子 天野が原町 3丁目～ 4丁目

森
永田　洋香 森南 1丁目～ 2丁目

岩渕　彰男
森南 3丁目
森北 1丁目～ 2丁目

寺・
傍示

田中　由紀

寺 1丁目 13番～ 27番
寺 2丁目 7番～ 38番
寺 3丁目～ 4丁目
傍示

山田　末人
寺 1丁目 1番～ 12番
寺 2丁目 1番～ 6番
寺南野

藤が尾

鎌田　武典
藤が尾1丁目4番1棟～2棟
藤が尾 2丁目 9番～ 13番
藤が尾 4丁目

西　　志緒里 藤が尾 1丁目 3棟～ 12棟

山口　利子

藤 が 尾 1 丁 目 1・3・4 番、
13棟～15棟
藤が尾 2丁目 1番～ 8番
藤が尾 3丁目
藤が尾 5丁目～ 6丁目

私市

井上　八郎 私市 1丁目、私市 4丁目

古賀　よし枝 私市 2丁目 1番～ 36番

河村　朋功
私市 2丁目 37番～ 44番、私
市 3丁目、私市 5丁目

玉田　清美 私市 6丁目～ 7丁目

片岡　京子 私市 8丁目～ 9丁目

私市
山手

河本　悦子 私市山手 1丁目～ 2丁目

西浦　よしえ 私市山手 3丁目～ 5丁目

井戸　靖子 淺田　恵 森岡　幸子 平田　尚子 札埜　千夏

北崎　公子 札埜　雅美 松本　苑子 小出　恵子 向井　斎子

主任児童委員（担当地域は交野市全域）

市政のうごき

※ 民生委員児童委員は、増員される場合や変更とな
る場合がありますので、ご了承ください。
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市
は
、
次
の
計
画
案
な
ど
を
公

表
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

① 

第
二
次
交
野
市
耐
震
改
修
促
進

計
画
（
案
）

　

19
年
度
に
策
定
し
た
計
画
を
改

定
し
、
新
た
な
目
標
値
の
設
定
と
、

さ
ら
な
る
耐
震
化
促
進
の
た
め
の
取

り
組
み
を
進
め
て
い
く
も
の
で
す
。 

意 

見
の
提
出
期
間　

１
月
10
日

（
火
）
〜
２
月
10
日
（
金
）

担
当
課　

開
発
調
整
課

② 

交
野
市
開
発
指
導
要
綱
（
改
正

案
）

　

社
会
情
勢
の
変
化
、
な
ら
び
に

府
か
ら
の
事
務
の
権
限
移
譲
に
伴

い
改
正
す
る
も
の
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

１
月
10
日

（
火
）
〜
２
月
10
日
（
金
）

担
当
課　

開
発
調
整
課

③ 

交
野
市
国
民
保
護
計
画（
改
正
案
）

　

武
力
攻
撃
な
ど
か
ら
、
住
民
な

ど
の
生
命
・
身
体
お
よ
び
財
産
を

保
護
し
、
生
活
や
経
済
に
及
ぼ
す

影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
、
救

援
・
災
害
へ
の
対
処
な
ど
を
的
確

か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目

的
に
し
た
計
画
で
、
国
や
府
の
計

画
変
更
に
伴
い
、
市
に
お
い
て
も

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

意 
見
の
提
出
期
間　

１
月
23
日

（
月
）
〜
２
月
22
日
（
水
）

担
当
課　

地
域
安
心
課

④ 

交
野
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
（
素
案
）

　

公
共
施
設
な
ど
の
老
朽
化
お
よ

び
財
産
負
担
に
対
応
し
、
取
り
巻

く
現
状
や
将
来
に
わ
た
る
課
題
な

ど
を
客
観
的
に
整
理
・
把
握
す
る

た
め
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
公
共

施
設
な
ど
の
管
理
を
目
ざ
す
こ
と

を
目
的
に
計
画
を
行
う
も
の
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

１
月
20
日

（
金
）
〜
２
月
20
日
（
月
）

担
当
課　

財
産
管
理
課

閲
覧
場
所　

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽ 

市
役
所
本
館
２
階　

情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー

▽ 

①
②
市
役
所
別
館
２
階　

開
発

調
整
課

▽ 

③
市
役
所
第
２
別
館　

地
域
安

心
課

▽ 

④
市
役
所
本
館
２
階　

財
産
管

理
課

意 

見
を
提
出
で
き
る
人　

市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
者
、
市
内
に

事
業
所
（
事
務
所
）
が
あ
る
人

や
法
人
・
団
体
、
市
税
の
納
税

義
務
が
あ
る
人
や
法
人
・
団
体
、

こ
の
案
件
に
利
害
関
係
が
あ
る

人
や
法
人
・
団
体

意 

見
の
提
出
方
法　

意
見
書
（
様

式
自
由
）
に
住
所
、
名
前
（
団

体
名
）
を
記
入
し
、
①
〜
④
の

提
出
期
限
〈
消
印
有
効
〉
ま

で
に
、
担
当
課
に
持
参
・
郵
送

（
〒
５
７
６

－

８
５
０
１
〈
住
所

記
入
不
要
〉）
か
次
の
と
お
り

① 

②
ｅ
メ
ー
ル
（kaihatu@

city.
katano.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス

（
８
９
３
・
２
６
３
６
）

③ 

ｅ
メ
ー
ル
（ansin@

city.kata
no.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス
（
８

９
３
・
２
６
３
６
）

④ 

ｅ
メ
ー
ル
（zaikan@

city.kata
no.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス
（
８

９
１
・
５
０
４
６
）

※ 

提
出
さ
れ
た
意
見
の
全
部
か
一
部

を
公
表
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問い合わせ ①②開発調整課③地域安⼼課
④財産管理課（   892・0121）

パブリックコメントを
実施します

岩船小学校区福祉委員会岩船小学校区福祉委員会
～「男性が集う～「男性が集う！！地域活動の展開」～地域活動の展開」～

～ Vol. 2 ～

ようこそ！
校区福祉委員会

問い合わせ　社会福祉協議会

（℡  895・1185）

　岩船小学校区福祉委員会は、28年度から〝男性が集える地域
活動〟として、次の事業を立ち上げました。男性対象ですが、校区
内の人であれば参加ができ、和気あいあいとした雰囲気です。

「みんなで歌おう会」の様子

食事会の様子食事会の様子

「みんなで歌おう会」
～音楽と笑顔に勝る薬なし～
　音大出身の講師によるキー
ボードで、童謡・唱歌・懐メロ・
外国の歌などを、毎回15～ 20
曲歌っています。参加費無料で、
平均35人の参加者のうち、10
人程度が男性です。講師の話も
面白くて、笑い声が絶えません。
開 催日　毎月第 3水曜日午後
1時 30分～ 3時 30分
ところ　森区民ホール

「男の晩酌研究会」
　男性がメニューやレシピの作成、買い

物・調理をすること
を原則としています。
毎回3品を女性のア
ドバイスを受けなが
ら、慣れない手つきで

調理しています。毎回大いに盛り上がり、
7回の開催で延べ204人が参加しました。
開 催日　毎月第 3火曜日午後 1時～ 5
時〈8月・1月休み、1回 1,000 円〉

ところ　ゆうゆうセンター　調理実習室

市政のうごき
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